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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人

弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 49表

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  1 838   42   259   511   580   320   70   56 

5000 万 円 以 下  3 099   67   243   691   974   779   210   135 

１ 億 円 以 下  1 048   17   44   160   298   318   103   108 

５ 億 円 以 下   585   14   11   55   124   171   95   115 

５ 億 円 を 超 え る   55 -   1   5   8   10   13   18 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 309   95   219   709  1 249  1 236   421   380 

1000 万 円 以 下   908   23   94   217   282   206   47   39 

5000 万 円 以 下  1 863   41   89   322   594   548   161   108 

１ 億 円 以 下   792   13   17   98   208   269   92   95 

５ 億 円 以 下   487   13   5   41   92   143   89   104 

５ 億 円 を 超 え る   51 -   1   3   7   9   13   18 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  2 640   53   365   774   842   444   92   70 

1000 万 円 以 下   930   19   165   294   298   114   23   17 

5000 万 円 以 下  1 236   26   154   369   380   231   49   27 

１ 億 円 以 下   256   4   27   62   90   49   11   13 

５ 億 円 以 下   98   1   6   14   32   28   6   11 

５ 億 円 を 超 え る   4 - -   2   1   1 - - 

算 定 不 能 ・ 不 詳   116   3   13   33   41   21   3   2 

  66   61   19   16   208   5   13   28 

  450 

  324   8   26   61   107   82   22   18 

 1 483  2 091  1 680   513 総 数  6 949   148   584 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣

を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 50 表 

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   432   151   429   56 

建 物   46   29   46   10 

現 金 等   456   237   416   101 

動 産 そ の 他   19   28   28   3 

代 償 金 取 得   11   116   329   190 

土 地 ・ 建 物   634   336   622   67 

土 地 ・ 現 金 等   197   72   183   30 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   18   6   17   2 

建 物 ・ 現 金 等   54   33   38   7 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   4   4   3   2 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   59   42   46   16 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   782   365   621   76 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   62   34   57   5 

土 地 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   25   11   26   2 

建 物 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   14   9   11   2 

土地・建物・現金等・動産その他   235   165   169   19 

そ の 他 1）  3 900   104  2 955   351 

分 割 の 方 法

総 数  6 948  1 742  5 996   939 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


